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２ 議 題 

（1） 分科会の構成について（報告） 

（2） 組織改編に伴う勤労者生活分科会の所掌等の見直しについて（報告） 

(3) 財形制度をめぐる状況について（報告） 

 (4) 財形制度を利用しやすい制度とするための取組等について（報告） 

(5) （独）勤労者退職金共済機構の第４期中期目標（財形関係）について

（報告） 
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労働政策審議会勤労者生活分科会 

委  員  名  簿 
 

〈公益代表委員〉 

 岩
いわ

 本
もと

 秀
ひで

 治
はる

  一般社団法人全国銀行協会常務理事 

小
お

 野
の

 正
まさ

 昭
あき

  みずほ信託銀行株式会社年金研究所主席研究員 

鹿
か

 住
ずみ

 倫
とも

 世
よ

  専修大学商学部教授 

権
けん

 丈
じょう

 英
えい

 子
こ

  亜細亜大学副学長・経済学部教授 

小
こ

 原
はら

 美
み

 紀
き

  大阪大学大学院国際公共政策研究科教授 

 高
たか

 木
ぎ

 朋
とも

 代
よ

  敬愛大学経済学部教授 

内
ない

 藤
とう

   恵
めぐみ

  慶應義塾大学法学部教授 

 八
はち

 野
の

 行
ゆき

 正
まさ

  一般財団法人住宅金融普及協会会長代表理事 

 

 

〈労働者代表委員〉 

安
あん

 藤
どう

 栄
えい

 二
じ

  一般社団法人全国労働金庫協会常務理事 

春日部
か す か べ

 美
よし

 則
のり

  日本ゴム産業労働組合連合中央執行委員長 

袈裟
け さ

丸
まる

 暢
のぶ

 子
こ

  日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員 

冨
とみ

 田
た

 珠
たま

 代
よ

  日本労働組合総連合会総合労働局長 

花
はな

 井
い

 圭
けい

 子
こ

   労働者福祉中央協議会事務局長 

宮
みや

 本
もと

 進
しん

 平
ぺい

  全国生命保険労働組合連合会中央書記長 

 

 

〈使用者代表委員〉 

 井
いの

 上
うえ

 智
とも

 子
こ

  日野自動車株式会社参与内部監査部長 

須
す

 永
なが

 明
あけ

 美
み

  税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング代表社員 

中
なか

 島
じま

 一
いち

 朗
ろう

  日本電気株式会社人事部シニアマネージャー 

成
なる

 島
しま

 由
ゆ

 美
み

  株式会社ベネッセコーポレーション顧問 

布
ぬの

 山
やま

 祐
ゆう

 子
こ

  一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部上席主幹 

馬
ま

  渡
わたり

 雅
まさ

  敏
とし

  松浦通運株式会社代表取締役社長 

【五十音順、敬称略】 

 

資 料 １ 
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組織改編に伴う勤労者生活分科会の所掌等の見直し 

（旧） （新） 

○ 雇用環境・均等局勤労者生活課 
  が庶務を処理 
 
○ 所掌事務 
・ 勤労者の財産形成の促進 
  に関すること 
・ 労働者の福利厚生に関すること 
・ 労働金庫の事業に関すること 
 
・ 中小企業退職金共済法の規定による 
  退職金共済に関すること → 部会 

○ 労働基準局勤労者生活課 
  が庶務を処理 
 
○ 所掌事務 
・ 勤労者の財産形成の促進 
  に関すること 
 
・ 中小企業退職金共済法の規定による 
  退職金共済に関すること → 部会 

H30.3.22第１８回勤労者生活分科会 資料 

資 料 ２ 
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○ 

労
働
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
（
抄
） 

 
（
分
科
会
）  

第
六
条 
審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら

の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

                  

 

２ 

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及

び
専
門
委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
名
す
る
。 

３ 

前
項
の
委
員
及
び
臨
時
委
員
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員

の
数
と
関
係
労
働
者
を
代
表
す
る
臨
時
委
員
の
数
の
合
計
数
及
び
使
用
者

を
代
表
す
る
委
員
の
数
と
関
係
使
用
者
を
代
表
す
る
臨
時
委
員
の
数
の
合

計
数
は
、
同
数
と
す
る
。 

４ 

分
科
会
に
分
科
会
長
を
置
き
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
公
益
を
代
表
す

る
委
員
の
う
ち
か
ら
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
が
選
挙
す
る
。 

５ 

分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

６ 

分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
公
益
を
代

表
す
る
委
員
又
は
臨
時
委
員
の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名

す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

７ 

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て

審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
部
会
） 

第
七
条 

審
議
会
又
は
分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
会
長
（
分
科

会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
長
）
が
指
名
す
る
。 

３ 

前
項
の
委
員
及
び
臨
時
委
員
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員

の
数
と
関
係
労
働
者
を
代
表
す
る
臨
時
委
員
の
数
の
合
計
数
及
び
使
用
者

を
代
表
す
る
委
員
の
数
と
関
係
使
用
者
を
代
表
す
る
臨
時
委
員
の
数
の
合

計
数
は
、
同
数
と
す
る
。 

４ 

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
公
益
を
代
表
す
る
委
員

の
う
ち
か
ら
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
が
選
挙
す
る
。 

５ 

部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

６ 
部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
公
益
を
代
表
す

る
委
員
又
は
臨
時
委
員
の
う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者

が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

７ 

審
議
会
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決

を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

勤
労
者
生
活
分
科
会 

名
称 

 

一 
厚
生
労
働
省
設
置
法
第
四
条
第
一
項

第
四
十
八
号
、
第
四
十
九
号
、
第
五
十
号
（
労

働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
（
労
働
基

準
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
十
一
号
に

掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査

審
議
す
る
こ
と
。 

二 

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十

六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
、
中
小
企
業
退
職

金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十

号
）
及
び
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
四
十

六
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属

さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。 

所
掌
事
務 

（
参
考
１
） 
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労
働
政
策
審
議
会
勤
労
者
生
活
分
科
会
運
営
規
程 

 

第
一
条 
労
働
政
策
審
議
会
勤
労
者
生
活
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
運
営
は
、
厚
生

労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
、
労
働
政
策
審
議

会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
。
以
下
「
審
議
会
令
」
と
い
う
。
）
及
び
労
働
政
策
審
議
会

運
営
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
二
条 

分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
臨
時
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
労
働
者
を

代
表
す
る
も
の
及
び
使
用
者
を
代
表
す
る
も
の
は
、
各
六
人
と
し
、
公
益
を
代
表
す
る
も
の
は
、
八
人

と
す
る
。 

第
三
条 

分
科
会
に
幹
事
を
置
く
。 

２ 

幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。 

３ 

幹
事
は
、
分
科
会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
委
員
等
を
補
佐
す
る
。 

４ 

幹
事
は
、
非
常
勤
と
す
る
。 

第
四
条 

分
科
会
の
会
議
（
以
下
単
に
「
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
会
長
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
、
分
科
会

長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
又
は
委
員
等
の
三
分
の
一
以
上
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
分
科
会

長
が
招
集
す
る
。 

２ 

会
長
又
は
委
員
等
は
、
分
科
会
長
に
会
議
の
招
集
を
請
求
す
る
と
き
は
、
付
議
事
項
及
び
日
時
を
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

分
科
会
長
は
、
会
議
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
の
ほ
か
、
少
な
く

と
も
七
日
前
ま
で
に
付
議
事
項
、
日
時
及
び
場
所
を
委
員
等
、
幹
事
及
び
会
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

第
五
条 

委
員
等
は
、
分
科
会
長
の
許
可
を
受
け
て
、
代
理
者
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

代
理
者
は
、
審
議
会
令
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
欠
席
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。 

第
六
条 

会
議
は
原
則
と
し
て
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
情
報
の
保
護
に

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
場
合
又
は
率
直
な
意
見
の
交
換
若
し
く
は
意
思
決
定
の
中
立
性
が
不
当
に
損
な
わ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
分
科
会
長
は
、
会
議
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

分
科
会
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
る
な
ど
必
要
な
措
置

を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
七
条 

分
科
会
に
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

２ 

部
会
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

法
第
四
条
第
一
項
第
四
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。 

 

二 

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
及
び
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ

（
参
考
２
） 
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せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。 

第
八
条 
部
会
が
、
そ
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
と
き
は
、
当
該
議
決
を
も
っ
て
分
科
会
の
議

決
と
す
る
。
た
だ
し
、
分
科
会
が
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
議
決
に
係
る
事
項
に
関
し
て
、
分
科
会
の
議
決

を
特
に
必
要
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
九
条 

分
科
会
に
、
そ
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
基
本
問
題
懇

談
会
（
以
下
「
懇
談
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

懇
談
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
委
員
等
の
う
ち
か
ら
、
分
科
会
長
が
指
名
す
る
。 

３ 

懇
談
会
に
座
長
を
置
き
、
懇
談
会
に
属
す
る
公
益
を
代
表
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
う
ち
か
ら
、

懇
談
会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
が
選
挙
す
る
。 

４ 

座
長
は
、
懇
談
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

第
十
条 

部
会
及
び
懇
談
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
雇
用
環
境
・
均
等
局
勤
労
者
生
活
課
に
お
い
て
処

理
す
る
。 

第
十
一
条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
会
の
議
事
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が

部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
懇
談
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
十
二
条 

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
分
科
会
の
議
決
に
基
づ
い
て
行
う
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
三
年
一
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

 

附 

則 
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財形制度をめぐる状況について 

資 料 ３ 
H30.3.22第１８回勤労者生活分科会 資料 
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○勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）制度は、55歳未満の勤労者（一般財形貯蓄は 
 年齢の制限なし）が財形貯蓄取扱機関と契約を締結し、事業主が勤労者に代わっ 
 て賃金から天引き預金する方法により貯蓄を行う制度。財形年金貯蓄及び財形 
 住宅貯蓄については、その利子等について税制上の優遇措置が講じられている。 

財形年金貯蓄(S57.10～)   ※貯蓄開始は55歳未満 

○年金として受取（満60歳以上） 
○定額型・逓増型・前厚型から受取方法を選択 
●財形住宅と合わせて550万円（生命保険等の 
 場合は385万円）まで利子非課税 

契約数179万件、貯蓄残高3兆1,349億円（H29.3末） 

 

一般財形貯蓄(S46.6～)      ※年齢要件なし 

○目的自由 
●利子等は課税 

 
契約数549万件、貯蓄残高10兆9,562億円（H29.3末） 

財形住宅貯蓄(S63.4～)     ※貯蓄開始は55歳未満 

○住宅の取得・増改築等の費用に充当 
●財形年金と合わせて550万円まで利子非課税 
   契約数75万件、貯蓄残高1兆8,489億円（H29.3末） 
 

 
 

 勤労者財産形成貯蓄制度 
 （財形貯蓄取扱機関：銀行、証券、生保、損保等） 

労働組合
又は従業
員の代表 

事業主 勤労者 

財形取扱
金融機関 

①給与天引・ 
 預入協定 

②財形貯蓄契約 

④ 預入 
  代行 

 ③ 
 

給与 
天引 

【財形貯蓄制度の仕組み】 

１－１．勤労者財産形成貯蓄制度の概要 

8



○財形貯蓄制度を利用している 
 勤労者に対し、持家の取得等の 
 資金を融資 
○(独)勤労者退職金共済機構が 
 事業主等を通じて行う転貸融資、 
 公務員に対してその共済組合が 
 行う直接融資、これらの融資を 
 受けることができない勤労者に 
 対して(独)住宅金融支援機構  
 及び沖縄振興開発金融公庫が 
 行う直接融資がある。 
○融資限度額… 財形貯蓄残高の 

10倍（最大4,000万円） 
○貸付金利（5年固定）…年0.67％ 

（平成30年１月１日現在） 
○償還期間… 35年以内 
 

財形融資制度(S52.7～) 
(独)勤労者退職金共済機構等が債券の
発行及び借入金により、財形貯蓄取扱
機関より資金を調達（財形貯蓄総残高
の１／３を限度）して融資 

○財形持家融資制度は、財形貯蓄を利用している勤労者に対し、保有する財形貯蓄
残高の10倍(上限4,000万円)までの範囲内で、事業主を通じて(転貸融資)又は直接
に(直接融資)、住宅を建設・購入又は改良するために必要な資金を融資する制度。 

【財形融資制度の仕組み】 

財形取扱 
金融機関 

事業主 

勤労者 
勤労者退職
金共済機構 

②債券・借入金   
   により 

資金調達 
①財形貯蓄 
 を利用 

④ 
住宅資金
を転貸 

 ③ 
 住宅資金 
 を融資 

※(独)住宅金融支援機
構、沖縄振興開発金
融公庫、公務員共済
組合が行う融資は、
事業主を介さず勤労 

 者に直接融資 

平成28年度実績 
融資件数：696件 
融資額：128億円 

１－２．財形持家融資制度の概要 
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○我が国の家計が保有する金融資産 ○種類別金融資産の保有額の推移 

○近年、金融商品の多様化が進む中、国民が有する金融資産額の５割超を預貯金が占めて 
  おり、依然として、国民の貯蓄志向は高い。 

※金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」 

２－１．勤労者の貯蓄をめぐる状況について 

(万円) 

家計が保有する金融資産の構成 

平成２９年６月末 残高（兆円） 構成比（％） 

金融資産計 1,832  100.0% 

 現金・預金 945  51.6% 

 保険・年金・定型保証 520  28.4% 

 株式等 191  10.4% 

 投資信託 100  5.5% 

 債務証券 24  1.3% 

 その他 52  2.8% 

日本銀行「資金循環統計」 

現金・預金 

51.6% 保険・年金・

定型保証 

28.4% 

株式等 

10.4% 

投資信託 

5.5% 

債務

証券 

1.3% 

その他 

2.8% 

1,124    

1,169    
1,150    

1,108    1,101    

1,182    
1,209    

1,078    

55.1% 54.3% 55.2% 
56.9% 

55.0% 54.1% 53.2% 
55.3% 

18.0% 17.7% 17.4% 17.6% 
15.9% 

18.0% 16.9% 17.6% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

↓ 生命保険の占める率（％） 

↑ 預貯金の占める率（％） 
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○世帯主の職業別・貯蓄額現在高の推移 

※総務省統計局「家計調査」（平成１２年以前については総務省統計局「貯蓄動向調査」） 
※「貯蓄動向調査」は平成１２年で調査終了しているため、「家計調査」での調査開始前の平成１３年については、データが存在しない。 

○勤労者世帯の家計における貯蓄額については、勤労者以外の世帯との格差が依然として存在している。 

(万円) 

２－１．勤労者の貯蓄をめぐる状況について 

995  
1,051  

1,128  

1,187  
1,236  1,234  1,261  1,279  1,250  

1,352  
1,393  

1,356  
1,280  1,292  1,273  1,292  1,264  1,268  1,250  

1,203  
1,244  1,233  1,233  1,244  

1,290  1,309  1,299  

1,883  1,892  

2,037  
2,125  

1,958  

2,221  
2,169  

2,265  2,260  

2,150  

2,264  

2,404  

2,238  2,222  2,238  
2,282  2,289  2,274  

2,230  
2,166  2,139  2,143  2,115  

2,262  
2,335  2,325  2,338  

1,528  1,516  1,503  
1,557  

1,637  

1,834  
1,794  1,821  

2,080  

1,884  

1,767  

1,894  1,883  

1,785  1,815  
1,864  

1,941  
1,869  1,839  

1,903  

1,776  
1,823  1,825  1,830  

2,073  

1,859  
1,901  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

↓ 勤労者以外の世帯 

↑ 勤労者以外の世帯（うち個人営業） 

↑ 勤労者世帯 
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○世帯主の職業別・純貯蓄額（負債を除く）現在高の推移 

※総務省統計局「家計調査」 

○勤労者世帯の純貯蓄額（貯蓄-負債）について 
 も、勤労者以外の世帯と開きがある。 

○勤労者世帯の１ヶ月の実収入及び可処分所得額の推移 

○勤労者世帯の家計において、可処分所得は近年  
 横ばいである。 
 

※総務省統計局「家計調査」 

２－１．勤労者の貯蓄をめぐる状況について 

604  598  
560  565  586  

538  
504  

534  554  
518  

1,965  
1,930  

1,886  1,872  1,887  1,889  

2,017  
2,087  2,094  2,105  

1,278  

1,169  

1,337  

1,207  1,229  

1,312  1,297  

1,467  

1,326  1,299  

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

52.9 
53.4 

51.8 52.1 
51.0 

51.9 
52.4 52.0 

52.6 52.7 

44.3 44.3 

42.8 43.0 
42.1 42.5 42.6 42.4 42.7 42.9 

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

↑ 勤労者以外の世帯 

↑ 勤労者以外の世帯（うち個人営業） 

↓ 勤労者世帯 

↓ 実収入 

↑ 可処分所得 

非消費支出 

(万円) 

(万円) 
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２－１．勤労者の貯蓄をめぐる状況について 

○勤労者世帯の貯蓄額について、年齢別に比較する  
 と、30歳以上の年齢層において勤労者以外の世帯 
 の方が貯蓄額が多い。 

○勤労者純貯蓄額（貯蓄－負債）について、年齢別 
 に比較すると、30歳以上の年齢層においては勤労 
 者以外の世帯の方が純貯蓄額が多い。 

○世帯主の年齢別純貯蓄額（貯蓄－負債） ○世帯主の年齢別貯蓄額 

-192 

-620 

-3 

1,121 

1,927 1,907 

-1069 

-66 

199 

1,498 

2,177 

2,373 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

～29歳 30歳～39

歳 

40歳～49

歳 

50歳～59

歳 

60歳～69

歳 

70歳～ 

勤労者世帯の純貯蓄額

（万円） 

勤労者以外の世帯の純

貯蓄額（万円） 

307 

613 

1,040 

1,696 

2,118 
1,987 

200 

692 

1,280 

2,140 

2,412 2,463 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

勤労者世帯貯蓄額

（万円） 

勤労者以外の世帯

貯蓄額（万円） 

※H28年総務省統計局「家計調査」を元に作成 ※H28年総務省統計局「家計調査」を元に作成 13



○勤労者財産形成貯蓄（一般、年金、住宅）の推移 

○財形貯蓄の利用件数・貯蓄残高は引き続き減少の傾向にある。 

２－２．財形貯蓄制度をめぐる状況について 

（単位：千件、百万円） 

年  度 
一般財形貯蓄 財形年金貯蓄 財形住宅貯蓄 合  計 

契約件数 貯蓄残高 契約件数 貯蓄残高 契約件数 貯蓄残高 契約件数 貯蓄残高 

平成 24 年度 6,052  10,687,463  1,990  3,466,634  910  2,231,443  8,952  16,385,540  

平成 25 年度 5,903  10,715,347  1,934  3,375,141  865  2,115,298  8,702  16,205,786  

平成 26 年度 5,747  10,805,225  1,883  3,288,061  824  2,018,377  8,453  16,111,664  

平成 27 年度 5,603  10,854,149  1,838  3,203,314  790  1,933,030  8,231  15,990,493  

平成 28 年度 5,485  10,956,196  1,794  3,134,892  751  1,848,891  8,030  15,939,979  

                                                                            注：件数及び残高は各年度末の数値である。 

0

500

1000

1500

2000

0

5

10

15

20

S46 S48 S51 S54 S57 S60 S63 H3 H6 H9 H12 H15 H18 H21 H24 H27

件数（万件） 残高（兆円） 

一般財形 貯蓄残高 

住宅財形 貯蓄残高 

年金財形 貯蓄残高 

一般財形 契約件数 

住宅財形 契約件数 

年金財形 契約件数 

合計 契約件数 

（年度） 

※厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課調べ 14



○貯蓄制度の事業所導入割合の推移 

○財形貯蓄制度の導入割合は年々減少している。 
 社内預金制度も同様に減少しており、企業の貯 
 蓄制度は減少傾向にある。 

２－２．財形貯蓄制度をめぐる状況について 

○財形貯蓄制度の導入割合と制度のある企業におけ 
 る契約労働者割合は企業規模が小さいほど低く、 
 減少幅も大きい。 

61.8 

54.5 

46.4 

41.4 

7.4  
4.6  4.6  3.6  

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

平成11年 平成16年 平成21年 平成26年 

財形貯蓄 

社内預金 

(％) 

※厚生労働省大臣官房統計情報部「就労条件総合調査」 
※この調査は事業所規模30人以上の事業所に調査したものである。 

○企業規模別・制度のある企業の労働者 
に対する一般財形契約労働者割合 

○企業規模別・財形制度の導入率 

※厚生労働省大臣官房統計情報部「就労条件総合調査」 

56.2  

70.8  

83.9  
91.7  

48.6  

63.4  

76.7  

89.0  

40.2  

57.9  

68.4  

82.3  

35.0  

51.8  

72.6  75.5  

0.0

20.0
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60.0

80.0

100.0

 ３０～ ９９人 １００～２９９人 ３００～９９９人 １，０００人以上 

平成11年 
平成16年 
平成21年 
平成26年 

(％) 

24.3  23.5  

29.3  

36.3  

21.4  21.5  

27.9  

33.2  

19.8  
18.3  

23.4  

32.2  

17.8  17.9  

24.7  

31.7  

0.0

5.0

10.0
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25.0

30.0

35.0
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平成21年 
平成26年 

(％) 

※厚生労働省大臣官房統計情報部「就労条件総合調査」 
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○年齢別に比較しても、雇用者世帯と自営業主世帯の 
 持家率には格差が存在している。 

○雇用者世帯及び自営業主世帯の持家率及び持家率格差の推移 

※総務省統計局「住宅・土地統計調査」 

○雇用者世帯の持家率については、自営業主世帯 
 との格差が依然として存在している。 

３－１．勤労者の持家をめぐる状況について 

50.1  
54.0  

57.9  
57.3  56.1  56.9  

58.8  
60.8  62.0  
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自営業主世帯と雇用者世帯の持家率格差 

（%） 
（%） 

4.5 

13.8 

33.6 

51.5 

60.9 

67.4 

73.0 

77.4 
79.2 78.1 77.2 

82.2 

18.5 

27.6 

39.7 

57.0 

67.0 

74.0 

80.3 

85.1 

88.7 
91.0 

92.8 
95.1 

14.0  13.8  

6.1  5.5  6.1  6.6  7.3  7.7  
9.5  

12.9  

15.6  

12.9  

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

雇用者世帯 

（正規職員＋非正規職員） 

自営業主世帯 

自営業主世帯と雇用者世帯の持家率格差 

※総務省統計局「H25年住宅・土地統計調査」 

○雇用者世帯及び自営業主世帯の持家率及び持家率格差 
（年齢別） 
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※金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」 

○20歳代世帯の約２割、30歳代世帯の約５割が 
 持家である。 
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○20歳代世帯の約８割、30歳代世帯の約５割が持家で 
 なく、そのうち20歳代世帯の約６割、30歳代世帯の 
 約４割が今後10年以内の持家取得を予定している。 

○持家のない世帯の世代別住宅取得予定割合 

（％） 

３－１．勤労者の持家をめぐる状況について 
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○新規貸出額については、平成７年度をピークに漸減傾向となっていたところ、近年は増加傾向に転じている。 

○住宅ローン新規貸出額及び貸出残高の推移 

※（独）住宅金融支援機構「業態別住宅ローンの新規貸出額及び貸出残高の推移」 

３－１．勤労者の持家をめぐる状況について 

【過去５年度分の推移】 

年 度 新規貸出額（兆円） 貸出残高（兆円） 

平成 24 年度 20.3  179.1  

平成 25 年度 20.7  180.7  

平成 26 年度 19.2  182.0  

平成 27 年度 20.0  184.1  

平成 28 年度 24.5  187.7  
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○平成２８年度の財形持家融資の実績は、貸付決定件数が６９６件、貸付決定額は１２８億円となり、貸付件数、 
  貸付金額ともに減少傾向である。 

※厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課調べ 

３－２．財形持家融資制度をめぐる状況について 

○財形持家融資の推移 

【過去５年度分の実績】 （単位：件、千円）  

年 度 貸付件数 貸付決定額 融資残高 
平成 24 年度 865  15,143,040  1,249,107,000  
平成 25 年度 1,331  22,267,840  1,110,686,000  
平成 26 年度 863  14,575,260  993,380,000  
平成 27 年度 746  12,892,020  887,297,000  
平成 28 年度 696  12,846,840  786,225,000  
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■子育て勤労者への金利優遇措置の拡充（H30年１月～） 
 ・融資対象者の要件「18歳以下の子等を扶養している者」に「母子手帳を有する者」を含める 
 ・フラット35（子育て支援型）との併用者にはさらなる金利優遇（通常金利から0.2％引下げ→0.25％引下げ） 

 
■子育て勤労者・中小企業勤労者への金利優遇措置の延長予定 
 ・当初、平成30年３月末までの措置であったところ、平成31年３月末までの１年間延長 
 
■罹災勤労者への金利優遇措置を開始予定（H30年４月～） 
 ・自然災害に罹災した勤労者に対する支援措置（貸付当初５年間通常金利から0.2％引下げる。激甚災害等の罹災者は貸付当初10年間引下げる。） 

   ・印紙税非課税措置への対応 
 
 

財形制度を利用しやすい制度とするための取組み 

■平成29年度税制改正 
 ・非課税財形貯蓄（財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄）の目的外払出しについて、非課税特例の範囲が拡充 
 

  対象貯蓄 
非課税払出の対象理由対象貯蓄 
非課税払出の対象理由 
財形年金貯蓄 
災害、疾病その他これらに類する事情が生じた場合 
 
財形年金貯蓄 
災害、疾病その他これらに類する事情が生じた場合 

(2) 財形持家転貸融資 

対象貯蓄 財形年金貯蓄 

非課税払出しの
対象理由 

災害、疾病その他これらに類する
事情が生じた場合 

￥ 

財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄 

①本人または生計を一にする親族が所有する家屋が災害等によ 
 る被害を受けた場合 

②本人または生計を一にする親族に対して支払った医療費の年 
 間合計額が200万円を超えた場合 

③本人が所得税法上の一定の寡婦または寡夫に該当することと 
 なった場合 

④本人が所得税法上の特別障害者に該当することとなった場合 

⑤本人が雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に 
 該当することとなった場合 

(1) 財形貯蓄 

※H29年4月以降の払出しから適用。 
※H28年4月から平成29年3月末までの間に払出しを行った者に 
 ついては、平成30年3月末まで還付請求の手続きが可能。 

資 料 ４ 
H30.3.22 第１8回勤労者生活分科会 資料 
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対象貯蓄 非課税払出しの対象となる理由

財形年金貯蓄 災害、疾病その他これらに類する事情が生じた場合

財形年金貯蓄
財形住宅貯蓄

① 本人または生計を一にする親族が所有する家屋が災害等による
被害を受けた場合

② 本人または生計を一にする親族に対して支払った医療費の年間
合計額が200万円を超えた場合

③ 本人が所得税法上の一定の寡婦又は寡夫に該当することとなっ
た場合

④ 本人が所得税法上の特別障害者に該当することとなった場合

⑤ 本人が雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当
することとなった場合

非課税財形貯蓄の目的外での払出しについて、
非課税特例の範囲が拡充されました

１．拡充の内容

２．手続きについて

◆ 非課税財形貯蓄の払出しを行うことについて、貯蓄を行っている方の住所地の税務署から
確認を受け（上記①～⑤の理由が生じた日から11ヶ月以内に確認を受けるための申出を
行う必要があります。）、理由が生じた日から１年以内に払出しを行うことが必要です。

◆ 税務署の確認の際は、所定の様式と上記①～⑤の理由を証明する書類が必要です。

◆ 様式や証明書類の詳細については、国税庁のホームページを確認するか、または、電話等
にて直接住所地の税務署へお問い合わせください。

（※）①～⑤の理由により、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの間に非課税財形貯蓄の払出
しを行った方については、平成30年３月31日までに還付請求の手続きをすれば、支払った税金の
還付を受けられる場合があります。詳しくは、税務署（所得税）と都道府県の税務担当課（地方
税）にお問い合わせください。

特例で非課税となる目的外払出しの対象貯蓄と理由が、下記のとおり変更されました。

【ご案内】財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄を利用されている皆さまへ

変更前

変更後

平成29年４月１日以降の払出し（※）

非課税財形貯蓄（財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄）を、本来の目的（住宅購入

等、年金）以外で払い出す場合、本来は利子などに課税されますが、非課税で

払い出すことができる特例が定められています。

平成29年４月から、この非課税特例の範囲が拡充されました。

     （参考１）
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0 

勤退機構で実施した広報について 

 
  若年勤労者等をターゲットに、制度の認知度の向上、利用者増加に繋がるような重点広
報を広告会社へ委託して実施 

 
  「未来に向けて自分の力になってくれる、自分を変えてくれるサポーターとしての財形
貯蓄」を訴求     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（独）勤労者退職金共済機構（財形）に関する報告 

 ポスター 全国3,726所に掲示 
   ← ハローワーク、労働基準監督署、商工会議所、労働金庫等に掲示 
 

 テレビ広告 BSフジ「ビジネスショウアップ」（2月22日放送） 

   ← 番組内での放送局取材作成による財形制度紹介（４分間） 
 

 ラジオ広告 ニッポン放送「ビジネスショウアップ」（2月19日～23日） 

   ← 番組内での機構職員出演による財形制度紹介（３分間×５回） 
 

■ 新聞広告 読売新聞・朝日新聞（２月25日掲載） 

     ← 発行部数が上位の２紙に、半５段全国モノクロ広告を掲載 
 

■ 交通広告 東京メトロビジョン・小田急TV（２月19日～25日） 
      ← 動画素材を掲載（15秒×始発から最終まで１日あたり90回程度） 
 

■ インターネット広告 Google、Yahoo!JAPAN、YouTube、Facebook等（２月19日～３月31日）  

    ← インターネット広告動画、バナー広告、リスティング広告を掲載   

実施メニュー 

資 料 ５ 
H30.3.22 第１8回勤労者生活分科会 資料 

（ポスターデザイン） 
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(1) 融資業務の着実な実施 

  勤労者の生活の安定に資する適正な貸付金利の設定となるよう、融資資金の調達及び貸付方法に
ついて、現在の金融情勢や機構の財務状況に適しているかなどを検証し、必要に応じ、厚生労働省
の支援を得ながら金融機関との調整を実施すること 

  職員研修の実施等の審査業務の迅速化に向けた取組を、継続して行うこと 
 

(2) 利用促進対策の効果的実施 
  政府方針を踏まえ、特別な支援を必要とする利用者への融資内容の見直しを行うとともに、財形

制度全体の周知など、利用促進対策に取り組むこと 

  ホームページ等の閲覧状況及び閲覧者の意見等をモニタリング・内容分析した上で、コンテ
ンツの改善に反映させる等により、情報提供の質を向上させること 

 

(3) 財務運営 
  剰余金は、金融リスクへの備え、特別な支援を必要とする利用者への融資内容の見直し、融資業

務の体制強化等に充てること     等 

 
 
 

 
 
 
 

 財形持家融資等に関する相談受付件数 毎年度700件以上 
   ← H28年度における相談受付件数を踏まえ設定 

 中期目標期間中の財形持家融資の新規借入申込件数 2,080件以上 

   ← 第３期中期目標期間中の取組水準を踏まえて設定 

 ホームページの財形持家融資制度の情報へのアクセス件数 毎年度31万件以上  

   ← H25～28年度の平均アクセス件数を踏まえて設定 
■ ホームページ及びパンフレット等の閲覧者の満足度 毎年度80％以上     等 

指標 

（独） 勤労者退職金共済機構の第４期中期目標（抜粋） 

１ （独）勤労者退職金共済機構中期目標（概要） 

資 料 ６ 
H30.3.22 第１8回勤労者生活分科会 資料 
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1 

（独） 勤労者退職金共済機構の第４期中期目標（抜粋） 

 独立行政法人通則法（平成11年法律第103号。以下「通則法」という。）第29条第１項の規定に基づき、独立行政法
人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を
次のとおり定める。 
  
2018（平成30）年２月28日 
厚生労働大臣  加藤 勝信 
 
第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割 
 
（略） 
 
第２ 中期目標の期間 
 通則法第29条第２項第１号の中期目標の期間は、2018（平成30）年４月から2023（平成35）年３月までの５年間と
する。 
 
第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
Ⅰ 退職金共済事業 
 
（略） 
 
Ⅱ 財産形成促進事業 
１ 融資業務の着実な実施 
 融資業務の運営に当たっては、勤労者世帯の持家取得について、自営業主世帯に比べて立ち後れが見られることに鑑み、
勤労者の生活の安定に資するため、適正な貸付金利の設定となるよう、融資資金の調達及び貸付方法について、現在の金
融情勢や機構の財務状況に適しているかなどを検証し、必要に応じ、厚生労働省の支援を得ながら金融機関との調整を実
施すること。 

２ （独）勤労者退職金共済機構中期目標（抜粋） 
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2 

（独） 勤労者退職金共済機構の第４期中期目標（抜粋） 

 また、勤労者に対して提供するサービスの質を向上させるため、職員研修を実施すること等により中期計画に定める審
査業務の迅速化に向けた取組を継続して行うこと。 
 
【指標】 
・ 貸付決定までの審査期間について、財形持家融資取扱金融機関において借入申込書を受理した日から平均５業務日以 
 下とすること。 
 
[目標設定等の考え方] 
・ 迅速な審査を行い、引き続き利用者の利便性を維持する必要があるため、前中期目標期間中（2013（平成25）～ 
 2016（平成28）年度）における平均審査期間を指標とすることとする。 
 
 
２ 利用促進対策の効果的実施 
（１）特別な支援を必要とする者への対応等 
   政府方針を踏まえ、適時適切に、特別な支援を必要とする利用者への融資内容の見直しを行うとともに、必要に応 
  じ、関係機関と連携しつつ、財形持家融資制度のみならず、財形制度全体の周知を行うなど、利用者の減少を踏まえ 
  た利用促進対策に取り組むこと。 
 
（２）情報提供の質の向上 
   ホームページ、パンフレット、インターネット広告等の広告媒体については、閲覧状況及び閲覧者の意見等を不断 
  にモニタリングし、内容を分析した上で、コンテンツの改善に反映させること等により、情報提供の質を向上させる 
  こと。 
 
【指標】 
・ 財形持家融資等に関する相談受付件数を、毎年度700件以上とすること。 
・ 中期目標期間中の財形持家融資の新規借入申込件数を、合計2,080件以上とすること。 
・ ホームページの財形持家融資制度の情報に関するアクセス件数を、毎年度31万件以上とすること。 
・   毎年度、ホームページ及びパンフレット等の閲覧者の満足度（わかりやすい等の割合）を80％以上とすること。 
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[目標設定等の考え方] 
・ 利用促進のためには広く相談を受けることが重要であることから、相談受付件数については、前中期目標期間で最多 
 であった2016（平成28）年度ベースの件数を目標とすることとする。 
  ※ 2016（平成28）年度実績 707件 
・ 新規借入申込件数については、前中期目標期間中の取組水準及び新規貸付件数の減少傾向を踏まえ、指標を設定する 
 こととする。 
  ※ 2014（平成26）～2016（平成28）年度における貸付決定件数に基づく年度平均減少率10％ 
  ※ 実績値 2014（平成26）年度：751件、2015（平成27年度）：681件、2016（平成28）年度：614件 
・ アクセス件数については、ホームページの利便性を図るため、これまでの実績を基に指標を設定することとする。 
  ※ 2013（平成25）～2016（平成28）年度の平均アクセス件数 31万件 
・ ホームページ及びパンフレット等の閲覧者の満足度については、利用者等の満足度を調査した上で、更なる向上を図 
 るため、大多数の利用者から満足（わかりやすい等の割合）が得られる水準を指標として設定することとする。 
 
 
３ 財務運営 
（１）自立的な財政規律の下、安定的かつ効率的な財政運営を実施すること。 
 
（２）剰余金は、金融リスクへの備え、政府方針を踏まえた特別な支援を必要とする利用者への融資内容の見直し、融資 
  業務の体制強化等に充てること。 
 
 
Ⅲ 雇用促進融資事業 
 
（略） 
 
第４ 業務運営の効率化に関する事項 
 
（略） 

（独） 勤労者退職金共済機構の第４期中期目標（抜粋） 
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第５ 財務内容の改善に関する事項 
 
（略） 

 
第６ その他業務運営に関する重要事項 
１ 内部統制の強化 
 
（略） 
 
２ 情報セキュリティ対策の推進等 
 
（略） 

 
３ 退職金共済事業と財産形成促進事業との連携 
 退職金共済事業と財産形成促進事業の利用促進対策を効率的かつ効果的に行うため、加入促進対策を相互活用すること。 
 特に、機構の強みである中小企業との結びつきの強さを、中小企業の利用率が低下している財形持家融資制度の利用促
進に活用すること。  
 
【指標】 
・ 中退共の未加入事業主に対する説明会等あらゆる機会をとらえて、毎年度15回以上、財形持家融資制度の利用促進を 
 図ること。  
 
[目標設定等の考え方] 
・ 前中期目標期間中の実績を踏まえ、指標を設定することとする。 
 ※ 2015（平成27）年度実績15回、2016（平成28）年度実績15回 
 
４ 資産運用における社会的に優良な企業への投資 
 
（略） 

（独） 勤労者退職金共済機構の第４期中期目標（抜粋） 
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第４期中期目標（平成30～34年度） 第３期中期目標（平成25～29年度） 

 独立行政法人通則法（平成11年法律第103号。以下「通
則法」という。）第29条第１項の規定に基づき、独立行政
法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）が達
成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」とい
う。）を次のとおり定める。  
 2018（平成30）年２月28日 
  厚生労働大臣  加藤 勝信  
 

  
 （略） 

 
第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の 
  向上に関する事項 
 

 （略） 
 
Ⅱ 財産形成促進事業 
１ 融資業務の着実な実施 
 融資業務の運営に当たっては、勤労者世帯の持家取得に
ついて、自営業主世帯に比べて立ち後れが見られることに
鑑み、勤労者の生活の安定に資するため、適正な貸付金利
の設定となるよう、融資資金の調達及び貸付方法について、
現在の金融情勢や機構の財務状況に適しているかなどを検
証し、必要に応じ、厚生労働省の支援を得ながら金融機関
との調整を実施すること。 
 また、勤労者に対して提供するサービスの質を向上させ
るため、職員研修を実施すること等により中期計画に定め 

 独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第29条第
１項の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構
が達成すべき業務運営に関する目標を次のとおり定める。 
 平成25年３月１日 
 平成27年９月14日 変更指示  
 平成27年11月10日 変更指示 
 平成28年３月２日 変更指示 
  厚生労働大臣 田村 憲久 
 

（略） 
 
第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の
向上に関する事項 
 

（略） 
 
Ⅱ 財産形成促進事業 
１ 融資業務について 
融資業務の運営に当たっては、担当者の融資審査能力の

向上や、国及び関係機関と連携を図ることにより、適正な
貸付金利の設定等、勤労者の生活の安定等に資する融資を
実現すること。 

 

（独） 勤労者退職金共済機構の第４期中期目標（抜粋） 

３ 第４期中期目標と第３期中期目標との比較 
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第４期中期目標（平成30～34年度） 第３期中期目標（平成25～29年度） 

る審査業務の迅速化に向けた取組を継続して行うこと。 
【指標】 
・ 貸付決定までの審査期間について、財形持家融資取扱 
 金融機関において借入申込書を受理した日から平均５業 
 務日以下とすること。 
  
[目標設定等の考え方] 
・ 迅速な審査を行い、引き続き利用者の利便性を維持す 
 る必要があるため、前中期目標期間中（2013（平成 
 25）～2016（平成28）年度）における平均審査期間を 
 指標とすることとする。 
 
 
２ 利用促進対策の効果的実施 
（１）特別な支援を必要とする者への対応等 
  政府方針を踏まえ、適時適切に、特別な支援を必要と 
  する利用者への融資内容の見直しを行うとともに、必 
  要に応じ、関係機関と連携しつつ、財形持家融資制度 
  のみならず、財形制度全体の周知を行うなど、利用者 
  の減少を踏まえた利用促進対策に取り組むこと。 
（２）情報提供の質の向上 
   ホームページ、パンフレット、インターネット広告 
  等の広告媒体については、閲覧状況及び閲覧者の意見 
  等を不断にモニタリングし、内容を分析した上で、コ 
  ンテンツの改善に反映させること等により、情報提供 
  の質を向上させること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 周知について 
① ホームページ及びパンフレットに、制度の意義、内容、
導入及び運営方法、利用条件、相談・受付窓口等の各種
情報を分かりやすく掲載し、申請者である事業主及び制
度の恩恵を受けることとなる勤労者の利便を図ること。 
また、財産形成促進事業に関するホームページのアク

セス件数について、毎年度20万件以上を目指すこと。 
② 中小企業の勤労者の生活の安定等に資する融資の利用
促進を図るため、中小企業に対する制度の導入及び運営
に係る情報提供の充実を図ること。 

③ 外部委託の活用や関係機関との連携を図りながら、各
種広報媒体を活用するなど、あらゆる機会を捉えて、よ
り効果的な制度の周知、利用の促進を図ること。 

（独） 勤労者退職金共済機構の第４期中期目標（抜粋） 

３ 第４期中期目標と第３期中期目標との比較 
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第４期中期目標（平成30～34年度） 第３期中期目標（平成25～29年度） 

 【指標】 
・ 財形持家融資等に関する相談受付件数を、毎年度700 
 件以上とすること。 
・ 中期目標期間中の財形持家融資の新規借入申込件数を、 
 合計2,080件以上とすること。 
・ ホームページの財形持家融資制度の情報に関するアク 
 セス件数を、毎年度31万件以上とすること。 
・  毎年度、ホームページ及びパンフレット等の閲覧者 
 の満足度（わかりやすい等の割合）を80％以上とする 
 こと。 
  
[目標設定等の考え方] 
・ 利用促進のためには広く相談を受けることが重要 
 であることから、相談受付件数については、前中期 
 目標期間で最多であった2016（平成28）年度ベー 
 スの件数を目標とすることとする。 
 ※ 2016（平成28）年度実績 707件 
・ 新規借入申込件数については、前中期目標期間中 
 の取組水準及び新規貸付件数の減少傾向を踏まえ、 
 指標を設定することとする。 
 ※ 2014（平成26）～2016（平成28）年度におけ 
  る貸付決定件数に基づく年度平均減少率10％ 
 ※ 実績値 2014（平成26）年度：751件、2015 
  （平成27）年度：681件、2016（平成28）年度： 
  614件 

  

（独） 勤労者退職金共済機構の第４期中期目標（抜粋） 

３ 第４期中期目標と第３期中期目標との比較 
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第４期中期目標（平成30～34年度） 第３期中期目標（平成25～29年度） 

・ アクセス件数については、ホームページの利便性 
 を図るため、これまでの実績を基に指標を設定する 
 こととする。 
 ※ 2013（平成25）～2016（平成28）年度の平均 
  アクセス件数 31万件 
・ ホームページ及びパンフレット等の閲覧者の満足 
 度については、利用者等の満足度を調査した上で、 
 更なる向上を図るため、大多数の利用者から満足  
 （わかりやすい等の割合）が得られる水準を指標と 
 して設定することとする。 
 
  
３ 財務運営 
 
 
 
（１）自立的な財政規律の下、安定的かつ効率的な財政運 
  営を実施すること。 
（２）剰余金は、金融リスクへの備え、政府方針を踏 
  まえた特別な支援を必要とする利用者への融資内 
  容の見直し、融資業務の体制強化等に充てること。 
 

（略） 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４ 財務内容の改善に関する事項 
 

（略） 
 
Ⅱ 財産形成促進事業 
財形融資業務については、平成25年度からの運営費交付

金の廃止を踏まえ、自立的な財政規律の下、安定的かつ効
率的な財政運営を実施すること。 

 
 

（略） 
 

（独） 勤労者退職金共済機構の第４期中期目標（抜粋） 

３ 第４期中期目標と第３期中期目標との比較 
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（独） 勤労者退職金共済機構の第４期中期目標（抜粋） 

第４期中期目標（平成30～34年度） 第３期中期目標（平成25～29年度） 

 
第６ その他業務運営に関する重要事項 
 

（略） 
 
３ 退職金共済事業と財産形成促進事業との連携 
  退職金共済事業と財産形成促進事業の利用促進対策を 
 効率的かつ効果的に行うため、加入促進対策を相互活用 
 すること。 
  特に、機構の強みである中小企業との結びつきの強さ 
 を、中小企業の利用率が低下している財形持家融資制度 
 の利用促進に活用すること。 
【指標】 
・ 中退共の未加入事業主に対する説明会等あらゆる機会 
 をとらえて、毎年度15回以上、財形持家融資制度の利 
 用促進を図ること。 
 
[目標設定等の考え方] 
・ 前中期目標期間中の実績を踏まえ、指標を設定するこ  
 ととする。 
 ※ 2015（平成27）年度実績15回、2016（平成28） 
  年度実績15回 
 
            （略） 

  

第５ その他業務運営に関する重要事項 
 
 
 
１ 退職金共済事業と財産形成促進事業との連携 
 退職金共済事業と財産形成促進事業について、事務の効
率化を図りつつ両事業の利用を促進するため、それぞれの
広報機会を相互に活用する等により、普及促進における両
事業の連携を図ることとする。 
 

（略） 
 

３ 第４期中期目標と第３期中期目標との比較 
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